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令和６年３月 
海 事 局 

 

船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶を定める告示の
制定について 

 
１．背景 

 船舶の堪航性及び人命の安全の保持については、船舶安全法（昭和８年法律第11号）及

び同法に基づき定められた船舶設備規程（昭和９年逓信省令第６号）及び小型船舶安全規

則（昭和49年運輸省令第36号）等（以下「船舶設備規程等」とする。）において、その基

準が定められている。 

今般、知床遊覧船事故を踏まえた小型旅客船等の安全対策の強化のための船舶設備規程

等の一部改正に伴い、船舶設備規程に規定する告示で定める船舶を定める告示を制定す

る。 

 

２．概要 

船舶設備規程に規定する「旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶」は、

旅客船以外の船舶であって、海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号）第２条第２項に規定

する船舶運航事業の用に供するもの（物のみの運送の用に供する船舶を除く。）とする。 

 

３．公布及び施行日 

 公 布：令和６年３月25日 

 施 行：令和６年４月１日 



 

令和６年３月 
海 事 局 

 

船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の無線電信等を定める告示
の一部を改正する告示の一部を改正する告示について 

 
１．背景 

知床遊覧船事故を受けた知床遊覧船事故対策検討委員会の中間取りまとめ（令和４年７

月14日）において、「法定無線設備からの携帯電話の除外」については、今後速やかに具

体化を図るべきものとされた。これを踏まえ、海上運送法（昭和24年法律第187号）に規

定する旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の用に供する船舶（２時間限定沿海区域

で使用する船舶に限る。以下「特定事業船舶」という。）について、船舶安全法（昭和８

年法律第11号）第４条第１項の規定に基づき備えなければならない無線電信等から、陸上

移動局の無線電話（携帯電話等）を除外する告示（「船舶設備規程第311条の22第１項第

３号の無線電信等を定める告示の一部を改正する告示（令和４年国土交通省告示第1080

号）」（以下「改正告示」という。））を公布し、令和４年11月1日より施行している。 

改正告示においては、経過措置として、特定事業船舶以外の旅客船については、当分の

間、陸上移動局の無線電話（携帯電話等）の備え付けを認めることとされている。 

今般、同委員会により取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」（令和４

年12月22日）を踏まえ、特定事業船舶以外の旅客船についても「法定無線設備からの携帯

電話の除外」を実施するため、改正告示の一部を改正する。 

 

２．概要 

○ 特定事業船舶以外の旅客船（遊漁船を除く）について、法定無線設備からの携帯電

話を除外する。 

○ 施行日前に建造契約が結ばれた旅客船（遊漁船を除く）については、法定無線設備

として携帯電話のみを備えている場合でも、施行日以後最初に行われる定期検査又は

中間検査までは、当該設備をもって足りることとする経過措置を定める。 

 

３．公布及び施行日 

 公 布：令和６年３月21日 

施 行：令和６年４月１日 



船
舶
設
備
規
程
及
び
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
）

第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二

旅
客
船
そ
の
他
旅
客
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
船
舶

（
い
ず
れ
も
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
に
限
り
、
次
に
掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。）に
は
、
簡
易
型
船
舶

自
動
識
別
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
る
船
舶

二

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
る
船
舶

第
八
編

（
略
）

第
八
編

（
略
）

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

小
型
船
舶
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
適
用
）

（
適
用
）

第
一
条

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
船
以
外
の
小
型
船
舶
に

関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
土
交
通
省
令
の
規
定
（
船
舶
設

備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
及
び
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
二
章
の
三
の
規
定
を
除
く
。）に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
船
以
外
の
小
型
船
舶
に

関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
土
交
通
省
令
の
規
定
（
船
舶
安

全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
二
章
の
三
の
規
定
を
除
く
。）に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
救
命
設
備
の
備
付
数
量
）

（
救
命
設
備
の
備
付
数
量
）

第
五
十
八
条

近
海
以
上
の
航
行
区
域
を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
次
に
掲
げ
る
救
命
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条

近
海
以
上
の
航
行
区
域
を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
次
に
掲
げ
る
救
命
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
（
当
該
小
型
船
舶
の
う
ち
旅
客
船
又
は
船
舶
設

備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
浮
揚
型
衛

星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
（
船
舶
救
命
設
備
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
に

限
る
。
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。））

一
個

九

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置

一
個

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
二
十
四
号

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
ノ
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
設
備
規
程
及
び
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





（
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
等
）

（
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
等
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
は
、
非
常
の
際
に
容
易
か
つ
迅
速
に
使
用
で
き
る
よ
う

検
査
機
関
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
積
み
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
衛
星
航
法
装
置
）

（
衛
星
航
法
装
置
）

第
八
十
四
条
の
四

推
進
機
関
を
有
す
る
小
型
船
舶
と
当
該
船
舶
に
押
さ
れ
る
船
舶
（
推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有

し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）と
が
結
合
し
て
一
体
と
な
つ
て
平
水
区
域
を
超
え
て
航
行
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
推
進
機
関

を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
六
条
の
二
十
四
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合

す
る
第
二
種
衛
星
航
法
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
四
条
の
四

推
進
機
関
を
有
す
る
小
型
船
舶
と
当
該
船
舶
に
押
さ
れ
る
船
舶
（
推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有

し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）と
が
結
合
し
て
一
体
と
な
つ
て
平
水
区
域
を
超
え
て
航
行
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
推
進
機
関

を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
第
百
四
十
六
条
の
二
十
四
第
二

項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
二
種
衛
星
航
法
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
設
備
規
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
船
舶
設
備
規
程
」
と
い
う
。）第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
規
定
は
、
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶（
同
条
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
船
舶
」
と
い
う
。）の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
適
用
し
な
い
。

一

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
（
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業
の
用
の
み
に
供
す
る
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）（
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
）
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
船
舶
を
除
く
。）
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
期
間

イ

施
行
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
旅
客
船
（
建
造
契
約
が
な
い
旅
客
船
に
あ
っ
て
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
っ
て
令
和
十
年
四
月
一
日
前
に
船
舶
所
有
者
に
対
し
引
き
渡
さ
れ
た
も
の

施

行
日
か
ら
当
該
旅
客
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間

ロ

令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
っ

て
令
和
十
一
年
四
月
一
日
前
に
船
舶
所
有
者
に
対
し
引
き
渡
さ
れ
た
も
の

施
行
日
か
ら
当
該
船
舶
に
つ
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間

二

遊
漁
船

当
分
の
間

２

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
船
舶
の
う
ち
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
現
存
船
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
同
号
に
定
め
る
期
間
の
経
過
後
に
お
い
て
次

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
管
海
官
庁
（
小
型
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
管
海
官
庁
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
（
次
条
に
お
い
て
「
検
査
機
関
」
と
い
う
。）。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

当
該
現
存
船
の
航
海
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
管
海
官
庁
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合

二

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
期
間
継
続
し
て
管
海
官
庁
が
適
当
と
認
め
る
船
舶
の
位
置
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
当
該
現
存
船
に
備
え
付
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
装
置
を
引
き
続
き
当
該
現
存
船
に
備
え
付
け
る
場
合

イ

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
船
舶

施
行
日
か
ら
当
該
旅
客
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間

ロ

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
当
該
船
舶
に
つ
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間

３

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
船
舶
の
う
ち
第
一
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
を
除
き
、
施
行
日
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
）
以

後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
船
舶
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
船
舶
安
全
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
小
型
船
舶
安
全
規
則
」
と
い
う
。）第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
船
舶
（
次
項
に
お
い
て
「
小
型
船
舶
」
と
い
う
。）の
う
ち
次
の
各
号

に
掲
げ
る
船
舶
に
係
る
救
命
設
備
の
備
付
け
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
及
び
施
行
日
（
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
）
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
船
舶
を
除
く
。）
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
小

型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
引
き
続
き
当
該
船
舶
に
備
え
付
け
て
い
る
間

イ

旅
客
船
で
あ
っ
て
施
行
日
に
現
に
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
（
新
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
機
関
が
新
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
規
定
に
適
合
す
る
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常

用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
る
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
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ロ

施
行
日
に
現
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
旅
客
船
（
建
造
契
約
が
な
い
旅
客
船
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
に
現
に
建
造
中
で
あ
る
も
の
）
で
あ
っ
て
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
る
予
定
の

も
の

ハ

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
で
あ
っ
て
施
行
日
に
現
に
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の

ニ

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
で
あ
っ
て
施
行
日
か
ら
令
和
七
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
る
も
の

ホ

令
和
七
年
四
月
一
日
に
現
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
現
に
建
造
中
で
あ
る
も
の
）
で

あ
っ
て
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
る
予
定
の
も
の

二

遊
漁
船

当
分
の
間

２

新
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
型
船
舶
の
う
ち
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
を
除
き
、
施
行
日
（
同
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船

舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
）
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
検
査
機
関
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。








